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※費用の明示がないものは無料

事業者から購入した犬・猫は
マイクロチップの登録が必要です

板橋健康福祉センター ...........☎3579－2333
上板橋健康福祉センター ........☎3937－1041
赤塚健康福祉センター ...........☎3979－0511
志村健康福祉センター ...........☎3969－3836
高島平健康福祉センター ........☎3938－8621
女性健康支援センター ...........☎3579－2306

※申込開始日の明示がないものは月曜朝９時から受付

　健康ガイド

離乳食から幼児食へのすすめ方
▶とき＝７月１日㈮、A10時～10時45分B14時
～14時45分▶内容＝講義・料理展示▶対象＝区
内在住で、開催日現在、A１歳～１歳６か月B
生後９～11か月のお子さんの保護者※対象月齢
のお子さんの同伴可▶定員＝AB各９人(申込
順)▶ところ・申込・問＝電話で、赤塚健康福
祉センター 

両親学級
▶とき・ところ
●７月23日㈯…板橋健康福祉センター
●７月31日㈰…赤塚健康福祉センター
※10時～11時30分・13時30分～15時、各１回制。
▶内容＝妊娠中の過ごし方・沐

もく

浴
よく

指導など▶対
象＝各開催日時点で、妊娠24～36週の初産の方
とそのパートナー▶定員＝各回12組(妊娠週数
が多い方を優先し抽選)※申込方法など詳しく
は、区ホームページをご覧ください。▶問＝㈱
ポピンズプロフェッショナル☎3447－5826(平
日、９時～17時)、板橋健康福祉センター
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※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

日曜水彩会水彩画展
▶とき＝６月１日㈬～５日㈰、10時～18時(初日は
12時から、最終日は16時まで)▶内容＝風景画45点
ハガキ絵パレットの会作品展
▶とき＝６月３日㈮～５日㈰、12時～18時▶内容
＝はがき絵200点
ひまわり展
▶とき＝６月14日㈫～19日㈰、10時～18時(初日は
14時から、最終日は16時まで)▶内容＝油彩・水彩
画など200点

☎3977－6061展示案内成増 アートギャラリー

講演会「任意後見制度と法定後見制度」
▶とき＝６月29日㈬14時15分～16時▶ところ＝グ
リーンホール２階ホール▶講師＝東京弁護士会　
土肥尚子※手話通訳あり▶対象＝区内在住・在勤
の方▶定員＝70人（申込順）▶申込・問＝５月30日
㈪朝９時から、電話で、権利擁護いたばしサポー
トセンター☎5943－7070※聴覚障がいがある方の
みFAX（3964－0245）で申込可。申込記入例（５面）
の項目と参加人数を明記。

ご案内社会福祉協議会

　蚊に刺されると、かゆみが生じるだけではなく、感染症の媒介などの危険性があります。国内の
感染症としては日本脳炎が知られていますが、近年はデング熱の感染事例があります。
　蚊による被害を防ぐためには、蚊を発生させない・刺されないことが大切です。

蚊の発生を防ぐために
●蚊が育つ場所(水たまり)をなくす
● バケツ・ビニールごみなどに水がたまらな
いよう清掃する

● 雨水ますは、こまめに点
検・清掃して水の流れを
よくする

蚊に刺されないために
●  蚊が隠れやすい草むらなどは、定期的に草
刈りをする

● 野外では繁
しげ

みを避け、肌の露出を少なくし、 
必要に応じて虫よけ剤を使用する

※駆除剤は環境に影響を与えるため、適正に
使用しましょう。

生活衛生課建築物衛生係☎3579－2335問　合

蚊を減らして快適な夏を

生活衛生課管理係☎3579－2332問　合

　動物愛護管理法が改正され、６月から、ペ
ットショップ・ブリーダーなどの事業者が販
売する犬・猫には、マイクロチップの装着が
義務付けられました。犬・猫を購入した場合
は、30日以内に、日本獣医師会に飼い主情報
の登録・変更をお願いします。

犬の登録・変更の手続きが不要になります

　犬のマイクロチップの登録・変更がお済み
の場合は、区への鑑札交付・住所変
更などの手続き(狂犬病予防注射済
票交付を除く)が不要になります。

[いずれも]
※詳しくは、区ホームページをご覧ください。

高齢者見守り調査にご協力ください

おとしより保健福祉センター地域ケア推進係☎5970－1114問　合

　高齢者の孤立を防ぎ、福祉・介護などのサービスが必要な方を区・関係
機関へ円滑につなぐため、年１回調査を行っています。民生委員が対象世
帯を訪問し、近況・困りごとなどの簡単な聞き取りを行います。
▶期間＝６月～10月▶対象＝区内在住で、昭和22年４月１日以前に生まれ
た一人暮らしの方・高齢者のみの世帯
「ひとりぐらし高齢者見守り対象者名簿」登録者募集
▶対象＝区内在住の70歳以上で、一人暮らしの方▶名簿登録事項＝本人の氏名・住所・生年月日
・電話番号、緊急連絡先の氏名・続柄・住所・電話番号※登録を希望する場合は、お問い合わせ
ください。登録内容の変更・辞退を希望する場合は、地域の民生委員にご連絡ください。


